
 我が国経済の成長力の底上げのため、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しを行うとともに、

研究開発税制や所得拡大促進税制の見直し、中小企業向け設備投資促進税制の拡充等を行う。あわ

せて、酒税改革や外国子会社合算税制の見直し、災害に関する特例の整備等を行う。 

「所得税法等の一部を改正する等の法律案」について 
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１．法律案の概要 
 
個人所得課税 
○ 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し 
・所得控除額 38 万円の対象となる配偶者の所得上限の引上げ（給与収入の場合：150 万円（現
行の配偶者控除においては 103 万円）） 
・納税者本人に所得制限（給与収入の場合：1,120 万円で控除額逓減開始、1,220 万円で消失） 

○ 積立 NISA の創設（年間投資上限額：40 万円、非課税期間：20 年） 
 
資産課税 
○ 事業承継税制の見直し（災害時や主要取引先の倒産等による売上減少の場合における雇用確

保要件を緩和、相続時精算課税制度との併用を認める） 
○ 国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し 
・住所が一時的である外国人同士の相続等は国外財産を相続税等の課税対象から除外 
・国外居住の日本人の納税義務の拡大（課税対象となる国外居住期間：５年以内⇒10 年以内） 

 
法人課税 
○ 研究開発税制の見直し 
 ・総額型の税額控除率を試験研究費の増減割合に応じた税額控除率とする制度に改組（試験研

究費の水準に応じて８～10％（中小法人：12％）⇒試験研究費の増減割合に応じて６～14％
（中小法人：12～17％）） 

 ・試験研究費の範囲に新たなサービス開発に係る一定の費用を追加 
○ 所得拡大促進税制の見直し 
・平均給与等支給額要件の見直し（大法人：前年度超⇒前年度比２％以上増） 
・平均給与等支給額が前年度比２％以上増加した場合の控除税額の拡充（雇用者給与等支給額

の前年度からの増加額の２％（中小法人：12％）を加算） 
○ 地域経済を牽引する企業向けの設備投資促進税制の創設（地域経済に波及効果があり、高い

先進性を有する新たな事業への設備投資に対して特別償却又は税額控除ができる制度） 
○ 中小企業向け設備投資促進税制の拡充（全ての器具備品及び建物附属設備を対象に追加） 
 
消費課税 
○ 酒税の税率構造及び酒類の定義の見直し 
 ・ビール系飲料の税率を 15.5 万円/㎘に、醸造酒類の税率を 10 万円/㎘に、段階的に一本化 
 ・ビールの定義の拡大（麦芽比率要件の緩和） 
○ エコカー減税（自動車重量税）の見直し（減免税車の対象範囲を見直した上で２年延長） 
 
国際課税 
○ 外国子会社合算税制の見直し（外国子会社の所得の性質により合算の有無を判断） 
 
期限切れ租税特別措置の延長 
○ 土地の売買による所有権移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置の延長（２年） 
○ 旅行者等が入国の際に携帯等して輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例措置の延

長（１年） 
 
その他 
○ 災害に関する特例の整備（災害ごとに特別立法で措置してきた規定を各税法に規定） 
 
２．施行日  平成 29 年４月１日 


